
はじめに

平成 27年 3月 26日に，「我が国の生態系等に被害を及ぼ
すおそれのある外来種リスト」（以下，リストという）が公
表された1）。このリストは，平成 22年の生物多様性条約第
10回締約国会議で採択された愛知目標の達成に資するとと
もに，外来（移入）種についての国民の関心と理解を高め，
様々な主体に適切な行動を呼びかけることを目的として作成
されたものである。リストには，計 429種類（動物 229種
類，植物 200種類）の生物が掲載された。今後，同時に策
定・公表された「外来種被害防止行動計画」（以下，行動計
画という）と合わせて外来種対策が推進されていくこととな
る。リストおよび行動計画，関連図表等は，環境省のホーム
ページからダウンロードできるので，参照されたい。
（http:／／www.env.go.jp／nature／intro／1outline／list.html）
日本緑化工学会では，生態・環境緑化研究部会が 2013年
9月 28日に第 44回鳥取大会において研究集会「生態系およ
び遺伝子の多様性に配慮した緑化の拡大に向けて」を実施し，
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室担当官より，リ
ストおよび行動計画について説明を受け，意見交換を行っ
た。以降，随時，環境省担当者と意見や情報を交換してき
た。さらに今回，リストと行動計画が公開されるにあたっ
て，さらなる情報公開が求められていた。2015年 3月 14
日に開催された日本緑化工学会理事会において，緑化植物等
のうち，リスト掲載種や，掲載が検討された種について研究
成果や事例紹介を社会に還元するためのポータルサイトを作
成することが決まった。このサイトを作成するにあたって理
事会では，2004年から断続的に連載している，緑化植物に
関して会員が寄稿するコラム「緑化植物ど・こ・ま・で・き・わ・
め・る」をまず利用すべきだとした。
そこで著者らは，これまで掲載されたコラムの一覧表を作
成するとともに，今回公表されたリストとの内容のつきあわ
せを行った。また，公表されたリストから，「利用しながら
も管理に取り組む」とされた【適切な管理が必要な産業上重

要な外来種（産業管理外来種）】についての情報提供をさせ
て頂く。今後リストや行動計画に基づいて，行政の施策や
様々な主体による取り組みが検討されるにあたって，緑化植
物や緑化事業に関連する取り組みについては当学会員からの
情報提供が有効に活用されるべきだと考えている。そのため
にも，リスト掲載種および検討対象となった種をはじめとす
る緑化植物の情報やその利用方法，管理方法などに関する会
員諸氏からの寄稿・情報提供を期待するものである。

1. リストの概要と構成

リスト公開と同時に示された選考手順と概要について説明
する。
1.1 リストに期待する役割・効果
（広く国民全般，様々な主体に対して）各主体の外来種対
策へのより積極的な参加・協力の促進
（関係事業団体や外来種を利用しようとする主体に対して）
リスト掲載種の利用抑制・適切な管理
（防除等のより具体的な行動をしようとする主体に対して）
防除等の外来種対策の普及・促進，対策の検討における基礎
資料としての活用
（国，地方公共団体，研究機関等に対して）地方毎の外来
種対策推進のための外来種リストの整備の促進，調査研究・
モニタリングの実施の促進，外来種対策の促進
（国（外来生物法の運用）に対して）特定外来生物への追
加指定
1.2 選定方法
1）選定手順
具体的なリスト掲載種の選定にあたっては，既存のリスト
（IUCNワースト 100，日本の外来種ワースト 100，ISSG，
地方版外来種リスト等），要注意外来生物リスト，専門家か
ら提供された情報をもとに，検討を行う種を抽出した。抽出
された種について，生物学的条件及び自然環境・社会経済的
条件について評価を行い，掲載種を選定した。掲載種につい
ては，カテゴリ区分，定着段階等の情報の整理を行った。
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2）侵略性の評価基準
リストの根拠情報では，侵略性の評価について，各評価項
目につき，以下の考え方に沿って評価を記載している。
「◎」…情報があり，その評価基準について「強い」「高い」
「大きい」又は「可能性が高い」といえる。
「○」…情報があり，その評価基準について「ある」又は「可
能性がある」といえる。
「×」…情報があり，その評価基準について「基準を満たさ
ない」「ない」といえる。
「―」…現時点では，該当する情報を得ていない。
3）掲載種の選定
上記 1），2）の評価を踏まえ，植物についてはさらに以下
の観点から，掲載種が選定された。次のⅠ～Ⅴに 1つ以上
該当する種類について，リスト掲載対象とした。
Ⅰ．生態系被害のうち交雑が確認されている，またはその
可能性が高い（「生態系被害」の「交雑」が「◎」となるこ
とを重視。生態系被害の中でも，交雑は不可逆的な影響であ
るため特に重視）
Ⅱ．生物多様性の保全上重要な地域で問題になっている，
またはその可能性が高い（「重要地域」が「◎」となること
を重視）
Ⅲ．人体に重篤な被害を引き起こす，またはその可能性が
高い（「人体」が「◎」となることを重視）
Ⅳ．生態系被害のうち競合または改変の影響が大きく，か
つ分布拡大・拡散の可能性も高い（「生態系被害」の「競合」
または「改変」が「◎」で，かつ「分布拡大・拡散」「利用」
「付着・混入」の複数項目が「◎」となることを重視。生態
系被害の中でも，競合または改変の影響が，拡大，継続する
ことを重視）
Ⅴ．生態系被害のほか，人体や経済・産業へ幅広く被害を
与えており，かつ分布拡大・拡散の可能性もある（「生態系
被害」の「競合」または「経済・産業」が「◎」，「重要地域」
または「人体」が「○」，「分布拡大・拡散」「利用」「付着・
混入」が「◎」となることを重視）
1.3 カテゴリ区分
掲載種は，各主体による対策の検討・実施に当たって参考
となるようカテゴリを区分した。これらのカテゴリにより特
に重点を置くべき対策の方向性が示されている。カテゴリ
は，（1）未定着のもの，（2）定着が確認されているもの，（3）
産業又は公益的に重要で代替性なく利用されているものによ
り，大きく 3つに分けられる。さらに，（1）については「侵
入予防外来種」及び「その他の定着予防外来種」の 2つに，
また，（2）については「緊急対策外来種」，「重点対策外来種」
及び「その他の総合対策外来種」の 3つに細分化されてい
る（図―1）。
掲載種の中で，産業又は公益的役割において重要であり，
現状では生態系等への影響がより小さく，同等程度の社会経
済的効果が得られるというような代替性がないため，利用に
おいて逸出等の防止のための適切な管理に重点を置いた対策
が必要な外来種については，「適切な管理が必要な産業上重

要な外来種（産業管理外来種）」のカテゴリを設け，利用に
あたっては種ごとに示される利用上の留意事項に沿って適切
に管理を行うことを呼びかけるとされている。植物では果樹
や市場単価の工事に利用される緑化植物，蜜源植物などがこ
のカテゴリに分類された。
1.4 リストの記載及び各項目の解説
1）国外由来の外来種と国内由来の外来種
日本国内に自然分布域を有していない生物種である「国外
由来の外来種」と国内に自然分布域を有しているが，その自
然分布域を越えて国内の他地域に導入された生物種である
「国内由来の外来種」に分けられている。
2）定着段階と対応の考え方
「A未定着」：監視と予防等による，未定着状態の維持
「B定着初期／限定分布」：国内からの根絶，分布拡大の阻止
「C分布拡大期～まん延期」：地域的な根絶（取り除き），生物
多様性保全上重要な地域への拡大の阻止，被害影響の低減等
「感染症・寄生生物」：個別の状況に応じた対応の検討
「D小笠原・南西諸島」：小笠原諸島及び南西諸島において
は，現在生息・生育する島での影響低減と封じ込め，種に
よっては根絶
「X国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の
外来種」：国内の他の地域から持ち込まれた場合と，在来種
と同じ種類が海外から持ち込まれた場合があるが，どちらか
不明な場合も含む

図―1 リスト掲載種のカテゴリ分類
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Paspalum notatum

Vicia villosa ssp. vaillosa、V. villosa ssp. Varia

2. 適切な管理が必要な産業上重要な外来種

「適切な管理が必要な産業上重要な外来種（産業管理外来
種）」として掲載された植物種およびリストと同時に公開さ
れた付加情報の内容を表―1および表―2に示した。全国的に
対応が必要だとされる 11種，「小笠原・南西諸島」で対応
が必要だとされる 3種が掲載された。このうちコヌカグサ
（レッドトップ）・クロコヌカグサ，カモガヤ（オーチャー
ドグラス），オニウシノケグサ（トールフェスク，ケンタッ
キー 31フェスク），ドクムギ属（ライグラス類・ペレニア
ルライグラス，イタリアンライグラス），オオアワガエリ（チ
モシー），アメリカスズメノヒエ（バヒアグラス，オニスズ
メノヒエ）は市場単価（「土木施工単価」）の主体種子として
掲載されているなど各種仕様書に掲載されており，緑化等公
共事業に多く利用されている。

3. 評価を行ったものの掲載されなかった種

当初，リスト掲載候補種としてあがったものの，今回公開
するリストへの掲載は見送られた植物種を一覧表にした（表―
3，4）。2014年 3月 26日に開催された平成 25年度第 2回
愛知目標達成のための侵略的外来種リスト作成会議資料より
作成した。表―3は「国外外来種」，表―4は「国内由来の外来
種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種」である。当
学会で遺伝子攪乱のおそれが指摘されている国内由来の外来
種については，導入後に対応することが難しいこと等もあ
り，今回は掲載が見送られた。数年ごとに掲載種の見直しが
行われる予定であり，学術的な情報が多く提供されることに
より，積極的な対応を議論できるようになっていることが望
まれる。

4. これまでのコラム掲載種のリスト掲載について

2004年発行の日本緑化工学会誌第 29巻 4号に第一回・
イモカタバミが投稿されてから現在に至るまでにコラム「緑
化植物 ど・こ・ま・で・き・わ・め・る」で紹介された植物につ
いて，今回リストに掲載された種，さらに検討対象になった
種について，概要をとりまとめて表―5に示した。これまで
のコラムは必ずしも外来種問題を意識して書かれたものでは
ないが，リストの公開により，今後は外来種問題への対応を
視点に含めたコラムが多くなることも予想される。

5. ホームページでの外来緑化植物ポータルサイトの構築

はじめに述べたとおり，日本緑化工学会では，ホームペー
ジ上に緑化植物に関する情報を提供するためのポータルサイ
トの構築をすることを決めた。2015年に，これまでのコラ
ム掲載種と，リスト掲載種を写真入りで紹介するサイトを作
成する。会員諸氏からのさらなる情報や意見の提供と，ご協
力をお願いする次第である。
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表―3 評価を行ったものの掲載種（案）としなかった種【国外外来種】
（2014．3．26開催の平成 25年度第 2回愛知目標達成のための侵略的外来種リスト作成会議資料より）
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表―4 評価を行ったものの掲載種（案）としなかった種【国内由来の外来種・国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】
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表―5 コラム掲載種のリスト検討・掲載状況 ※1は検討対象となった外来種，※2は検討対象となった国内由来の外来種
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